
 

 

 
THE SECRETARIAT OF MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON PORT STATE CONTROL IN THE ASIA-PACIFIC REGION 

２０２０年２月３日 
東京エムオウユウ事務局 

 

燃料油硫黄分上限規制に関するＰＳＣ処分結果について 

 

MARPOL 条約附属書 VI の改正により、本年１月１日から一般海域では硫黄分が

0.50％ m/m を超える燃料油（基準非適合油）の使用が禁止されましたが、１月中に東

京ＭＯＵ加盟当局が実施した２，７３９隻の船舶に対するＰＳＣ検査（１月１日～３

１日に東京ＭＯＵデータセンター（ＡＰＣＩＳ）に結果報告のあったもの）のうち、

今回の新たな規制に関して、下記のとおり、拘留又は基準不適合是正命令等の処分が

行われましたので、お知らせします。 

詳細については、Tokyo MOU ウェブサイト（注）にてご確認下さい。 

 

記 

 

１．燃料油硫黄分上限規制不適合に伴い拘留（detention）処分を受けた隻数 ２隻 

  拘留の根拠となった不適合（ＳＯｘ規制関係） 

・燃料切換手順不確立・未習熟 

・スクラバー不作動 

 

２．同規制に関する不適合（deficiency）指摘を受けた隻数  １３隻 

  主な不適合の内容 

・スクラバー作動不良・センサー故障 

・燃料切換手順不保持 等 

 

 
（注）http://www.tokyo-mou.org/inspections_detentions/psc_database.php 
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